
八王子市障害者控除対象者認定に関する事務取扱要綱 
                        平成 20年１月１日施行 
改正 平成 21年１月１日 

改正 平成 24年１月１日 

改正 平成 29年４月１日 

改正 平成 31年１月１日 

改正 令和元年 10月１日 

改正 令和２年 12月１日 

改正 令和３年 ４月１日 

改正 令和４年 11月１日 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、所得税法施行令（昭和 40年政令第 96号）第 10条第１項第７号又は第

２項第６号及び地方税法施行令（昭和 25 年政令第 245 号）第７条第７号又は第７条の 15

の７第６号に規定する障害者及び特別障害者（以下「障害者控除対象者」という。）の認定

に係る基準、手続きについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（認定の基準日） 

第２条 障害者控除対象者の認定は、所得税申告の対象となる年の 12 月 31 日を基準日とす

る。ただし、対象者が年の中途で死亡又は出国している場合は、死亡又は出国した日とす

る。 

 

（対象者） 

第３条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、基準日において、次の各号の

いずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではな

い。 

(1) 八王子市内に住所を有する 65 歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている者又は

介護保険法 115 条の 45 第１項第１号に規定する居宅要支援被保険者等（要支援又は事

業対象者の認定を受けている者）であること。 

(2) 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けて

いない者、原子爆弾被爆者援護法第 11 条第１項の認定を受けていない者であること。

ただし、障害者控除対象者認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合

を除く。 

(3) 別表に定める要件のいずれかに該当すること。 

 

（申請） 

第４条 障害者控除対象者は、障害者控除対象者認定申請書（第１号様式）に、介護保険の

被保険者証と前条第３号の要件に該当する旨の医師意見書（第２号様式）を添付し、市長

に申請するものとする。ただし、障害者控除対象者が八王子市において介護保険の認定調

査を受けており、介護保険の要支援・要介護認定のための認定調査票等の閲覧に同意した

場合は、介護保険の被保険者証及び医師の意見書の添付を省略することができる。  

  なお、障害者控除対象者が死亡した場合は、民法（明治 31年法律第９号）第 725条に規

定する親族が市長に申請するものとする。 

 

（決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、障害者控除対

象者と認められる場合は障害者控除対象者認定書（第３号様式）を交付する。また、認め

られない場合は、障害者控除対象者非該当通知書（第４号様式）を申請者に通知する。 



 
 

（認定書の用途） 

第６条 障害者控除対象者認定書は、所得税及び市・都民税の申告の際に使用するものであ

り、その他の目的には使用できないものとする。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 31年１月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年 10月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年 12月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和４年 11月１日から施行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 
  

    
  認定内容 認定基準 判定基準 

障
害
者
控
除
対
象
者 

(１）知的障害者 

（軽度・中度）等に準

ずる 

○知的障害者の障害の程度の

判定基準（重度以外）と同程

度の障害の程度であること 

要支援又は要介護に認定されてお

り、かつ、主治医意見書又は認定調

査票に記載されている認知症高齢

者の日常生活自立度判定基準Ⅱａ

以上に該当 

 

※ただし、特別障害者控除対象者を

除く 

(２)身体障害者 

（３級～６級）に準ず

る 

○身体障害者の障害の程度の

等級表（３級～６級）と同程

度の障害の程度であること 

要支援又は要介護に認定されてお

り、かつ、主治医意見書又は認定調

査票に記載されている障害症高齢

者の日常生活自立度（寝たきり度）

判定基準Ａ１以上に該当 

 

※ただし、特別障害者控除対象者を

除く 

特
別
障
害
者
控
除
対
象
者 

(１）知的障害者 

（重度）等に準ずる 

○知的障害者の障害の程度の

判定基準（重度）と同程度の

障害の程度であること 

又は 

○精神上の障害により事理を

弁識する能力を欠く常況にあ

る者と同程度の障害の程度で

あること 

要介護３以上に認定されており、か

つ、主治医意見書又は認定調査票に

記載されている認知症高齢者の日

常生活自立度判定基準Ⅲａ、Ⅲｂ、

Ⅳ、Ｍに該当 

(２)身体障害者 

（１級、２級）に準ず

る 

○身体障害者の障害の程度の

等級表（１級、２級）と同程

度の障害の程度であること 

要介護３以上に認定されており、か

つ、主治医意見書又は認定調査票に

記載されている障害高齢者の日常

生活自立度（寝たきり度）判定基準

Ｂ１、Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２に該当 

 


